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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  薬剤科  ） 

個人情報ファイルの名称 処方箋 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 薬剤科 

個人情報ファイルの利用目的 調剤を行うため 

記録項目 

1 患者氏名、2 生年月日、3 性別、4 処方内容、5 患者 ID、6 診

療科、7処方医、8 病棟、（9 調剤者氏名、10 鑑査者氏名、11 調

剤日） 

記録範囲 入院・外来患者 

記録情報の収集方法 電子カルテからのデータ移行 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 
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2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  薬剤科  ） 

個人情報ファイルの名称 血液製剤払い出し簿 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 薬剤科 

個人情報ファイルの利用目的 血液製剤使用歴 20 年間保管のため 

記録項目 

1 患者氏名、2生年月日、3性別、4医薬品名、5ロット番号、 

6 診療科、7 医師名、8 施用印、9 患者 ID、10 施用日、11 払出

者、12 施用者 

記録範囲 入院・外来患者 

記録情報の収集方法 注射箋 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 
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3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  薬剤科  ） 

個人情報ファイルの名称 麻薬管理簿 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 薬剤科 

個人情報ファイルの利用目的 麻薬払い出しを帳簿で管理するため 

記録項目 

1 薬品名、2払い出し数、3払い出し日、4返品数、5納入数、6

患者氏名、7 患者 ID 

記録範囲 入院・外来患者 

記録情報の収集方法 電子カルテからのデータ移行 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 
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4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  薬剤科  ） 

個人情報ファイルの名称 服薬指導記録 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 薬剤科 

個人情報ファイルの利用目的 服薬指導記録保管のため 

記録項目 

1 患者氏名、2 生年月日、3 性別、4 処方内容、5 現病歴、6 既

往歴、7持参薬、8 患者 ID、9治療方針、10 アレルギー歴、 

11 副作用歴 12 指導記録 

記録範囲 入院患者 

記録情報の収集方法 電子カルテ、患者、その他医療スタッフ 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 
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5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  薬剤科  ） 

個人情報ファイルの名称 ミキシング伝票 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 薬剤科 

個人情報ファイルの利用目的 ミキシング数の集計 

記録項目 

1 患者氏名、2ミキシング日、3 ミキシング数 

記録範囲 入院・外来患者 

記録情報の収集方法 注射箋 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 

- 5 -



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  薬剤科  ） 

個人情報ファイルの名称 注射箋 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 薬剤科 

個人情報ファイルの利用目的 注射薬払い出しのため 

記録項目 

1 患者氏名、2 生年月日、3性別、4年齢、5 診療科、6処方医、

7 病棟、8 注射指示内容、9 患者 ID、（10 調剤者氏名、11 鑑査

者氏名、12 調剤日） 

記録範囲 入院・外来患者 

記録情報の収集方法 電子カルテからのデータ移行 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 
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1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  放射線科  ） 

個人情報ファイルの名称 被ばく線量管理 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 放射線科 

個人情報ファイルの利用目的 個人毎の被ばく線量（CT、一般撮影）を記載 

記録項目 

１． 患者氏名 ２．生年月日 ３．性別 ４．依頼科    

５．依頼医 ６．患者 ID 

 

記録範囲 CT、一般撮影 X 線照射患者 

記録情報の収集方法 RIS、CT 装置 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２７日作成（ 年 月 日更新） 
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2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  放射線科  ） 

個人情報ファイルの名称 マンモ被ばく線量管理 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 放射線科 

個人情報ファイルの利用目的 個人毎の被ばく線量（CT、一般撮影）を記載 

記録項目 

１．患者氏名 ２．生年月日 ３．性別 ４．依頼科    

５．依頼医 ６．患者 ID 

記録範囲 乳房撮影患者 

記録情報の収集方法 乳房撮影装置 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２７日作成（ 年 月 日更新） 
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3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  放射線科  ） 

個人情報ファイルの名称 ＲＩＳ ＤＢ 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 放射線科 

個人情報ファイルの利用目的 電子カルテからの患者撮影依頼システム 

記録項目 

１．撮影依頼者情報（患者氏名、生年月日、年齢、性別、住所、

身長、体重）    

２．依頼科 ３．依頼医 

 

記録範囲 撮影依頼患者全て 

記録情報の収集方法 電子カルテからの情報システム連携 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 電子カルテシステム 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２７日作成（ 年 月 日更新） 
 

- 9 -



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  放射線科  ） 

個人情報ファイルの名称 ＰＡＣＳ ＤＢ 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 放射線科 

個人情報ファイルの利用目的 患者検査画像情報保管 

記録項目 

１．撮影依頼者情報（患者氏名、生年月日、年齢、性別、住所、

身長、体重）    

２．依頼科 ３．依頼医 

 

記録範囲 撮影患者 

記録情報の収集方法 検査機器からの画像送信 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 電子カルテシステム  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２７日作成（ 年 月 日更新） 
 

- 10 -



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  放射線科  ） 

個人情報ファイルの名称 ＬＵＣＩＤ（ 読影レポート） 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 放射線科 

個人情報ファイルの利用目的 CT 及び MRI 画像読影レポート 閲覧と保管 

記録項目 

１．撮影依頼者情報（患者氏名、生年月日、年齢、性別、住所、

身長、体重）    

２．依頼科 ３．依頼医  

 

記録範囲 CT,MRI 撮影読影依頼者 

記録情報の収集方法 読影担当医師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 電子カルテシステム  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２７日作成（ 年 月 日更新） 
 

- 11 -



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  放射線科  ） 

個人情報ファイルの名称 Ｎａｈｉｒｉ ＡＱＵＡ 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 放射線科  

個人情報ファイルの利用目的 動画検査（血管撮影、心臓超音波検査の画像保管） 

記録項目 

１．撮影依頼者情報（患者氏名、生年月日、年齢、性別、住所、

身長、体重）    

２．依頼科 ３．依頼医 ４．検査レポート ５．検査画像 

 

記録範囲 動画検査（血管撮影、心臓超音波検査等）撮影患者全て 

記録情報の収集方法 検査担当医、検査担当技師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 電子カルテシステム 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２７月日作成（ 年 月 日更新） 
 

- 12 -



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  放射線科  ） 

個人情報ファイルの名称 骨密度 ＤＢ 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 放射線科  

個人情報ファイルの利用目的 骨密度検査結果、経年経過のため 

記録項目 

１．撮影依頼者情報（患者氏名、生年月日、年齢、性別、住所、

身長、体重）    

２．依頼科 ３．依頼医  

 

記録範囲 骨密度検査撮影患者 

記録情報の収集方法 機器測定検査結果 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 電子カルテシステム 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２７日作成（ 年 月 日更新） 
 

- 13 -



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 臨床検査科 ） 

個人情報ファイルの名称 検体検査システム管理 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 臨床検査科 

個人情報ファイルの利用目的 検体検査を実施するため 

記録項目 

1.患者 ID、2.氏名、3.生年月日、4.年齢、5.性別、6.身長、7.

体重、8.診療科、9.医師名、10.検査データ 

記録範囲 当院で各種検査を受けた患者又は実施予定患者 

記録情報の収集方法 電子カルテシステム及び各測定機器 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 電子カルテシステム 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 

- 14 -



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 臨床検査科 ） 

個人情報ファイルの名称 輸血検査システム管理 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 臨床検査科 

個人情報ファイルの利用目的 輸血検査を実施するため 

記録項目 

1.患者 ID、2.氏名、3.生年月日、4.年齢、5.性別、6.身長、7.

体重、8.診療科、9.医師名、10.血液型、11.検査データ、12.

輸血歴、13.妊娠歴 

記録範囲 血液型、不規則抗体スクリーニング、輸血の検査を受けた患者 

記録情報の収集方法 電子カルテシステム及び輸血検査測定機器 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 電子カルテシステム 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 

- 15 -



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 臨床検査科 ） 

個人情報ファイルの名称 生理検査システム管理 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 臨床検査科 

個人情報ファイルの利用目的 心電図・肺機能・ホルター心電図、各検査を実施するため 

記録項目 

1.患者 ID、2.氏名、3.生年月日、4.年齢、5.性別、6.身長、7.

体重、8.診療科、9.医師名、10.検査データ 

記録範囲 
心電図・肺機能・ホルター心電図検査を受けた患者及び実施予

定患者 

記録情報の収集方法 電子カルテシステム及び各測定機器 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 電子カルテシステム 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 

- 16 -



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 臨床検査科 ） 

個人情報ファイルの名称 病理検査システム管理 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 臨床検査科 

個人情報ファイルの利用目的 病理検査を実施するため 

記録項目 

1.患者 ID、2.氏名、3.生年月日、4.年齢、5.性別、6.身長、7.

体重、8.診療科、9.医師名、10.診断名 

記録範囲 細胞診や組織診検査を受けた患者 

記録情報の収集方法 電子カルテシステム、医師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 電子カルテシステム 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 

- 17 -



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 総合病院 （ 栄養管理科 ） 

個人情報ファイルの名称 給食管理システム（SPICE） 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院 医療技術部 栄養管理科  

個人情報ファイルの利用目的 入院患者の給食管理業務を行うため 

記録項目 

１患者 ID、2患者氏名、3生年月日 4 性別、5身長、6体重、

7 診療科、8 主治医 9 病室、10 食事内容（食種、主食、コメ

ント、アレルギー情報、禁止食品情報、食事提供情報） 

記録範囲 全入院患者 

記録情報の収集方法 電子カルテ 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
なし 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（―実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 4 年 12 月 23 日作成（ 年 月 日更新） 

- 18 -



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】南相馬市立総合病院（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術科） 

個人情報ファイルの名称 リハビリテーション処方箋と診療録での報告 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 リハビリテーション技術科  

個人情報ファイルの利用目的 入院・外来患者のリハビリテーション診療及び記録のため 

記録項目 

1.カルテ番号（ID）、2.氏名、3.生年月日（年齢）、4.性別、5.

住所、6.診断名、7.リハビリテーション診療録 

記録範囲 
南相馬市立総合病院でリハビリテーション処方のあった患者

様 

記録情報の収集方法 ID 入力による自動収集・本人・親族・代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 4 年 12 月 26 日作成（ 年 月 日更新） 

- 19 -



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】南相馬市立総合病院（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術科） 

個人情報ファイルの名称 リハビリテーション実施計画書・総合実施計画書控え 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 医療技術部 リハビリテーション技術科  

個人情報ファイルの利用目的 リハビリテーション診療を受ける患者・家族様の同意書 

記録項目 

1.カルテ番号（ID）、2.氏名、3.生年月日（年齢）、4.性別、5.

住所、6.診断名 

記録範囲 
南相馬市立総合病院でリハビリテーション処方のあった患者

様 

記録情報の収集方法 ID 入力による自動収集・本人・親族・代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 4 年 12 月 26 日作成（ 年 月 日更新） 

- 20 -



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  3 階病棟  ） 

個人情報ファイルの名称 分娩集計 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 本館 3階病棟 

個人情報ファイルの利用目的 月別分娩統計、年間統計の記録 

記録項目 

１産婦の名前、2分娩様式、3分娩時間 

4 分娩者住所、5週数・初産・経産、6 児の体重・性別、 

7 分娩介助者、8夫立ち合い、9 搬送先を月別に集計。 

記録範囲 当院で分娩した者・出生した者 

記録情報の収集方法 本人、主治医、助産師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

令和 4 年 12 月 26 日作成（ 年 月 日更新）

- 21 -



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  3 階病棟  ） 

個人情報ファイルの名称 分娩録 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 本館 3階病棟 

個人情報ファイルの利用目的 分娩の詳細・新生児の詳細を記録 

記録項目 

１分娩記録、2分娩経過、3 処置、4分娩所要時間、5分娩後経

過、6 付属物所見、7新生児の記録、8 アプガースコア 

9 分娩時の損傷・外表奇形、10 臍帯血ガス結果、11 母氏名、 

12 分娩介助者名（医師、助産師）、13 新生児担当者名 

記録範囲 当院で分娩した者、出生した者 

記録情報の収集方法 本人、主治医、助産師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 4 年 12 月 26 日作成（ 年 月 日更新） 

- 22 -



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 3 階病棟  ） 

個人情報ファイルの名称 紙パス・パルトグラム 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 本館 3階病棟 

個人情報ファイルの利用目的 入院、分娩の経過、退院までの記録 

記録項目 

紙パス：入院から退院まで１医師の指示、2 看護指示、3 説明指導（チェック

式）、4受け持ち助産師名 5母の名前、これらの日別記載 

パルトグラム：分娩開始より分娩 2時間後の記載 

１児心音、2 子宮口開大、3 展退率、4 回旋、5 陣痛の間歇と発作時間、6 分娩

誘発、7輸液、8酸素吸入、9看護記録・処置、10 担当助産師名、11 母の名前 

記録範囲 当院で分娩した者・出生した者 

記録情報の収集方法 本人・主治医・助産師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

令和 4 年 12 月 26 日作成（ 年 月 日更新） 

- 23 -



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 3 階病棟  ） 

個人情報ファイルの名称 入院患者一覧表 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 本館 3階病棟 

個人情報ファイルの利用目的 災害時・緊急時の患者様把握 

記録項目 

１患者名、2 年齢、3 性別、4 診療科、5 救護区分、6 転倒・転

落リスク、７移動手段、8部屋番号 

記録範囲 3 階病棟入院患者（日別記載） 

記録情報の収集方法 本人・主治医・看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 4 年 12 月 26 日作成（ 年 月 日更新） 

- 24 -



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 3 階病棟  ） 

個人情報ファイルの名称 看護師業務分担表 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 本館 3階病棟 

個人情報ファイルの利用目的 日勤時における患者様担当看護師一覧 

記録項目 

１職員名、2PHS 番号、3部屋番号、４ベッド番号、5診療科 

6 患者氏名、７チーム、8担当看護師 

記録範囲 3 階病棟入院患者・日勤の患者担当看護師 

記録情報の収集方法 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 4 年 12 月 26 日作成（ 年 月 日更新） 

- 25 -



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 3 階病棟  ） 

個人情報ファイルの名称 産後 1ヵ月健康診査受診票 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 本館 3階病棟 

個人情報ファイルの利用目的 産後うつのスクリーニング 

記録項目 

１母の氏名、2生年月日、3 過去 7日間の気分について 10 項目 

記録範囲 当院で分娩して 1ヵ月経過した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 4 年 12 月 26 日作成（ 年 月 日更新） 

- 26 -



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 3 階病棟  ） 

個人情報ファイルの名称 先天代謝申し込み書 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 本館 3階病棟 

個人情報ファイルの利用目的 先天代謝異常検査のため 

記録項目 

１母の氏名、2新生児の生年月日、3 続柄、4 連絡先・住所・電

話番号 

記録範囲 当院で分娩した者、出生した児 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 4 年 12 月 27 日作成（ 年 月 日更新） 

- 27 -



8 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 3 階病棟  ） 

個人情報ファイルの名称 新生児スクリーニング採血ろ紙 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 本館 3階病棟 

個人情報ファイルの利用目的 先天代謝採血ろ紙 

記録項目 

１医療機関コード、2医療機関名、3 母氏名、4児氏名、5性別 

6 出生日、7 哺乳開始日、8採血日、9哺乳、10 在胎週数 

11 出生体重、12 採血時体重、13 抗生剤使用 

記録範囲 南相馬市立総合病院・3階病棟 

記録情報の収集方法 本人、助産師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 公益財団法人 福島県保健衛生協会検査課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 4 年 12 月 27 日作成（ 年 月 日更新） 

- 28 -



9 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 3 階病棟  ） 

個人情報ファイルの名称 先天代謝異常等検査結果票 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 本館 3階病棟 

個人情報ファイルの利用目的 先天代謝異常結果 

記録項目 

１受付月日、2受付番号、3 医療機関名、4母氏名、5児氏名 

6 性別、7出生体重、8 採血月日、9採血時体重、10 採血月日 

11 報告日、12 検体種別、13 疾患群名、14 判定 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人、助産師、保健衛生協会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 検査をした新生児の母親 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 4 年 12 月 27 日作成（ 年 月 日更新） 

- 29 -



10 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 3 階病棟  ） 

個人情報ファイルの名称 子育て支援アンケート 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 本館 3階病棟 

個人情報ファイルの利用目的 市町村と妊娠初期からのサポート支援の充実をはかる 

記録項目 

１カルテ番号、2母子手帳交付市町村、3妊婦名、4夫名 

5 生年月日、6住所、７居住地、8家族構成、9出産予定日 

10 日中連絡がつく電話、11 妊娠経過、12 相談したいことや 

現在の気持ち、不安、気分など 

記録範囲 本人・夫 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 住まいのある市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 4 年 12 月 27 日作成（ 年 月 日更新） 

- 30 -



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  手術室  ） 

個人情報ファイルの名称 麻酔依頼票 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 手術室 

個人情報ファイルの利用目的 南相馬市立総合病院にて手術を行うため 

記録項目 

 

１患者名 ２生年月日 ３病名 ４術式        

５検査データ 

記録範囲 当院で手術を受ける患者 

記録情報の収集方法 本人 主治医 麻酔科医 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 福島医大麻酔科医局 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和５年１月１２日作成（ 年 月 日更新） 

- 31 -



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 手術室  ） 

個人情報ファイルの名称 麻酔同意書 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 手術室 

個人情報ファイルの利用目的 南相馬市立総合病院にて手術を行うため 

記録項目 

 

１患者名 ２手術日 ３病名 ４術式 

５手術時間 ６手術内容 

記録範囲 当院で手術を受ける患者 

記録情報の収集方法 本人 家族 主治医 麻酔科医 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和５年１月１２日作成（ 年 月 日更新） 

- 32 -



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  手術室  ） 

個人情報ファイルの名称 術前患者情報 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 手術室 

個人情報ファイルの利用目的 南相馬市立総合病院にて手術を行うため 

記録項目 

 

１患者名 ２手術日 ３病名 ４術式 

５手術時間 ６手術内容 ７既往歴  

記録範囲 当院で手術を受ける患者 

記録情報の収集方法 本人 主治医 麻酔科医 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和５年１月１２日作成（ 年 月 日更新） 

- 33 -



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  手術室  ） 

個人情報ファイルの名称 手術室安全チェックリスト 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 手術室 

個人情報ファイルの利用目的 南相馬市立総合病院にて手術を行うため 

記録項目 

 

１患者名 ２手術日 ３病名 ４術式 

５手術時間 ６手術内容 ７既往歴  

 

記録範囲 当院で手術を受ける患者 

記録情報の収集方法 本人 主治医 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和５年１月１２日作成（ 年 月 日更新） 

- 34 -



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  手術室  ） 

個人情報ファイルの名称 麻酔科管理看護記録 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 手術室 

個人情報ファイルの利用目的 南相馬市立総合病院にて手術を行うため 

記録項目 

 

１患者名 ２手術日 ３病名 ４術式 

５手術時間 ６手術内容 ７既往歴  

８使用薬剤 ９麻酔内容 

 

記録範囲 当院で手術を受ける患者 

記録情報の収集方法 本人 主治医 麻酔科医 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和５年１月１２日作成（ 年 月 日更新） 

- 35 -



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  手術室  ） 

個人情報ファイルの名称 麻酔チャート 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 手術室 

個人情報ファイルの利用目的 南相馬市立総合病院にて手術を行うため 

記録項目 

 

１患者名 ２手術日 ３病名 ４術式 

５手術時間 ６手術内容 ７既往歴  

８使用薬剤 ９麻酔内容 

 

記録範囲 当院で手術を受ける患者 

記録情報の収集方法 本人 主治医 麻酔科医 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和５年１月１２日作成（ 年 月 日更新） 

- 36 -



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  手術室  ） 

個人情報ファイルの名称 当科麻酔手術看護記録 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 手術室 

個人情報ファイルの利用目的 南相馬市立総合病院にて手術を行うため 

記録項目 

 

１患者名 ２手術日 ３病名 ４術式 

５手術時間 ６手術内容 ７既往歴  

８使用薬剤 ９麻酔内容 

 

記録範囲 当院で手術を受ける患者 

記録情報の収集方法 本人 主治医 麻酔科医 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和５年１月１２日作成（ 年 月 日更新） 

- 37 -



8 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （ 手術室  ） 

個人情報ファイルの名称 院内麻薬使用箋 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 手術室 

個人情報ファイルの利用目的 南相馬市立総合病院にて手術を行うため 

記録項目 

 

１患者名 ２使用薬剤 ３使用日時 

記録範囲 当院で手術を受け麻薬を使用した患者 

記録情報の収集方法 本人 主治医 麻酔科医 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和５年１月１２日作成（ 年 月 日更新） 

- 38 -



9 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  手術室  ） 

個人情報ファイルの名称 手術台帳 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 手術室 

個人情報ファイルの利用目的 南相馬市立総合病院にて手術を行った患者の管理 

記録項目 

 

１患者名 ２手術日 ３病名 ４術式 

５手術時間 ６手術内容 ７麻酔内容  

 

 

記録範囲 当院で手術を受けた患者 

記録情報の収集方法 医師 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和５年１月１２日作成（ 年 月 日更新） 
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10 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  手術室  ） 

個人情報ファイルの名称 手術統計 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 手術室 

個人情報ファイルの利用目的 南相馬市立総合病院にて手術を行うため 

記録項目 

 

１患者名 ２手術日 ３病名 ４術式 

５手術時間 ６手術内容 ７麻酔内容  

 

 

記録範囲 当院で手術を受けた患者 

記録情報の収集方法 医師 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和５年１月１２日作成（ 年 月 日更新） 
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11 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  手術室  ） 

個人情報ファイルの名称 手術室管理日誌 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 手術室 

個人情報ファイルの利用目的 南相馬市立総合病院にて手術を行った患者管理 

記録項目 

 

１患者名 ２手術日 ３病名 ４術式 

５手術時間 ６手術内容 ７麻酔内容  

 

 

記録範囲 当院で手術を受けた患者 

記録情報の収集方法 医師 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和５年１月１２日作成（ 年 月 日更新） 
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12 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  救急室  ） 

個人情報ファイルの名称 救急患者管理日誌 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 救急室 

個人情報ファイルの利用目的 南相馬市立総合病院救急外来を受診した患者の管理 

記録項目 

 

１患者名 ２病名 ３受診内容 

４その後の転機  

 

 

記録範囲 当院救急外来を受診した患者 

記録情報の収集方法 医師 看護師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和５年１月１２日作成（ 年 月 日更新） 
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1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  外来  ） 

個人情報ファイルの名称 診療情報提供書 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 外来 

個人情報ファイルの利用目的 診療に関する情報を提供するため 

記録項目 

１． 患者 ID、患者名 

２． 報告書作成日 

３． 送付先 

４． 報告書作成医師名 

５． 症病名              ６．報告内容 

記録範囲 治療等に関する内容 

記録情報の収集方法 患者、医師、検査結果等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 紹介病院等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 5 年 1 月 10 日作成（ 年 月 日更新） 

- 43 -



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  外来  ） 

個人情報ファイルの名称 訪問看護計画書・報告書 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 外来 

個人情報ファイルの利用目的 訪問診療を実施するために必要な患者情報 

記録項目 

１． 患者名、生年月日、住所 

２． （看護）目標 

３． （看護）計画 

４． 病状の経過 

５． ADL 状況 

記録範囲 看護等に関する内容 

記録情報の収集方法 患者、医師、検査結果、リハビリ状況等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 家族、ケアマネージャー、リハビリセラピスト等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 5 年 1 月 10 日作成（ 年 月 日更新） 

- 44 -



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  外来  ） 

個人情報ファイルの名称 造影 CT、MRI 同意書 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 外来 

個人情報ファイルの利用目的 検査実施に向けた同意確認 

記録項目 

１． 患者 ID、患者名 

２． 検査内容、問診 

３． 患者サイン（代理者サイン） 

記録範囲 検査に関する内容 

記録情報の収集方法 医師、患者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 受検者、病院 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 5 年 1 月 10 日作成（ 年 月 日更新） 
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4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  外来  ） 

個人情報ファイルの名称 内視鏡検査同意書、診療内容説明 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 外来 

個人情報ファイルの利用目的 検査・治療実施に向けた同意確認 

記録項目 

１． 患者 ID、患者名 

２． 検査・治療内容 

３． 患者サイン（代理者サイン） 

記録範囲 検査・治療に関する内容 

記録情報の収集方法 医師 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 受検者、病院 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 5 年 1 月 10 日作成（ 年 月 日更新） 
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5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  外来  ） 

個人情報ファイルの名称 検査結果（産婦人科） 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 外来 

個人情報ファイルの利用目的 治療方針決定のため 

記録項目 

1. 患者 ID、患者名 

2. 検査結果 

 

記録範囲 検査結果 

記録情報の収集方法 検査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 受検者、病院 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 5 年 1 月 10 日作成（ 年 月 日更新） 
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6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】 南相馬市立総合病院 （  外来  ） 

個人情報ファイルの名称 検査結果（循環器科） 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
南相馬市立総合病院 看護部 外来 

個人情報ファイルの利用目的 診断目的・治療方針決定のため 

記録項目 

１． 患者 ID、患者名、身長、体重、BMI、検査実施日 

２． 検査結果 

記録範囲 検査結果 

記録情報の収集方法 検査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 受検者、病院 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院事務部総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和 5 年 1 月 10 日作成（ 年 月 日更新） 
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1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院総務課・経営企画係 

個人情報ファイルの名称 財務会計システム 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院事務部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 総合病院において支払事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３郵便番号、４電話番号、５代表者名、６銀

行名（銀行コード）、７支店名（支店コード）、８預金種別、９

口座番号、１０口座名義人（カナ） 

記録範囲 債務者等 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院総務課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 

- 49 -



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医事課医事係 

個人情報ファイルの名称 医事会計システム 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院事務部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 

医療費、診療報酬明細書、医療費控除に係る証明書、生命保険

等申請目的診断書等を作成・発行するため。受診歴を確認する

ため。 

記録項目 

1 患者情報（氏名、住所、連絡先、被保険者情報、被保険者記

号・番号、医療費助成関連受給者記号・番号、生年月日、性別）、

2 緊急連絡先（氏名、住所、連絡先、続柄）、3傷病名（傷病名、

傷病開始日、治癒等傷病終了・中止日）、4 診療内容（受診日、

入退院日、診療行為内容・実施日、投薬内容・実施日）、5請求

情報（氏名、住所、連絡先、受診日、入退院日、請求点数、請

求金額、診療内容） 

記録範囲 受診者 

記録情報の収集方法 本人、家族、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総合病院事務部医事課、総合病院診療録管理委員会 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医事課医事係 

個人情報ファイルの名称 入院申込書 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院事務部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 
入院に関する諸規則・指示事項の遵守誓約書及び入院費等に関

する連帯保証人の確約 

記録項目 

1 入院患者情報（氏名、カナ氏名、性別、生年月日、住所、連

絡先、勤務先番号）、2 連帯保証人情報（氏名、カナ氏名、性別、

生年月日、住所、連絡先、勤務先番号）、3 過去 3ヶ月以内の入

退院情報（病院名、連絡先、入院期間、主傷病） 

記録範囲 入院患者 

記録情報の収集方法 本人、家族、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総合病院事務部医事課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医事課医事係 

個人情報ファイルの名称 診療録（紙カルテ） 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院事務部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 受診者の記録、過去歴の情報収集など診療に関する業務のため 

記録項目 

1 患者情報（氏名、住所、連絡先、被保険者情報、被保険者記

号・番号、医療費助成関連受給者記号・番号、生年月日、性別）、

2 緊急連絡先（氏名、住所、連絡先、続柄）、3傷病名（傷病名、

傷病開始日、治癒等傷病終了・中止日）、4 診療内容（受診日、

入退院日、症状、診療行為内容・実施日、投薬内容・実施日）、

5 検査結果、6各同意書、7請求情報（受診日、入退院日、請求

点数、請求金額） 

記録範囲 受診者（平成 28 年 2月電子カルテ導入以前） 

記録情報の収集方法 本人、家族、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総合病院事務部医事課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医事課医事係 

個人情報ファイルの名称 電子カルテシステム 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院事務部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 受診者の記録、過去歴の情報収集など診療に関する業務のため 

記録項目 

1 患者情報（氏名、住所、連絡先、被保険者情報、被保険者記

号・番号、医療費助成関連受給者記号・番号、生年月日、性別）、

2 緊急連絡先（氏名、住所、連絡先、続柄）、3傷病名（傷病名、

傷病開始日、治癒等傷病終了・中止日）、4 診療内容（受診日、

入退院日、症状、診療行為内容・実施日、投薬内容・実施日）、

5 検査結果、6各種同意書 

記録範囲 受診者 

記録情報の収集方法 本人、家族、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総合病院事務部医事課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医事課医事係 

個人情報ファイルの名称 退院時要約 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院事務部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 退院患者に関する要約（サマリー）に関する業務のため 

記録項目 

1 入退院患者情報（氏名、カナ氏名、性別、生年月日、住所、

連絡先）、2入退院日、3診療科、4主治医・担当医、5 傷病名、

6 診療要約（入院前・入院中の経過、退院後の情報、退院時投

薬、退院後の通院・連携先） 

記録範囲 入院患者 

記録情報の収集方法 電子カルテシステム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総合病院事務部医事課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医事課医事係 

個人情報ファイルの名称 診療情報管理システム 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院事務部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 退院時要約に関する事務、全国がん登録の届出に関する事務 

記録項目 

1 患者情報（氏名、住所、連絡先、被保険者情報、被保険者記

号・番号、医療費助成関連受給者記号・番号、生年月日、性別）、

2 緊急連絡先（氏名、住所、連絡先、続柄）、3傷病名（傷病名、

傷病開始日、治癒等傷病終了・中止日）、4 診療内容（受診日、

入退院日、症状、診療行為内容・実施日、投薬内容・実施日）、

5 退院時要約 

記録範囲 受診者、がん登録対象者 

記録情報の収集方法 医事システム、電子カルテシステム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総合病院事務部医事課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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7 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医事課医事係 

個人情報ファイルの名称 主治医意見書綴 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院事務部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険主治医意見書の作成に関する事務のため 

記録項目 

1 患者情報（氏名、住所、連絡先、生年月日、性別）、2 担当医・

主治医、3 最終診察日、4意見書作成回数、5診療科、6 傷病名

（傷病名、発症年月日、作成日の病態）、7治療行為名、8 心身

体の状態（ADL、認知症、精神状態、身長、体重等）、9 生活機

能（栄養・食事、サービス内容等） 

記録範囲 介護保険利用者 

記録情報の収集方法 電子カルテシステム、福祉サービス関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総合病院事務部医事課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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8 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医事課医事係 

個人情報ファイルの名称 診断書綴 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院事務部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 生命保険申請等各種診断書・証明書の作成に関する事務のため 

記録項目 

1 患者情報（氏名、住所、連絡先、生年月日、性別）、2 担当医・

主治医、3 診療科医、4 受診日（受診日、入退院日）、5 傷病名

（傷病名、発症年月日、転帰）、6治療行為名（検査名・検査日、

手術名・手術日等）、7診療の経過、8 その他書式に定められた

内容 

記録範囲 申請患者 

記録情報の収集方法 医事システム、電子カルテシステム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総合病院事務部医事課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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9 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院人間ドック・健診センター 

個人情報ファイルの名称 健診システム 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院 人間ドック・健診センター 

個人情報ファイルの利用目的 健診事務を行うため 

記録項目 

1 受診日付、2 受診者コード、3 氏名、4 カナ氏名、5 性別、6

生年月日、7 年齢、8 申込団体、9 コース、10 住所、11 電話番

号、12 所属団体名、13 所属団体住所、14 保険者番号、15 保険

記号、16 保険番号 

記録範囲 健康診断、人間ドック受診者全員 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総合病院人間ドック・健診センター 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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10 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院人間ドック・健診センター 

個人情報ファイルの名称 紙カルテ 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院 人間ドック・健診センター 

個人情報ファイルの利用目的 腹部超音波検査のため 

記録項目 

1 受診者コード、2 氏名、3 カナ氏名、4 性別、5 生年月日、6

年齢、7住所、8電話番号 

記録範囲 
健康診断、人間ドック受診歴および腹部超音波検査実施歴があ

る受診者 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総合病院人間ドック・健診センター 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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11 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院人間ドック・健診センター 

個人情報ファイルの名称 ファイルメーカー 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院 人間ドック・健診センター 

個人情報ファイルの利用目的 ホールボディカウンタデータ作成 

記録項目 

1 受診日付、2 受診者コード、3 氏名、4 カナ氏名、5 性別、6

生年月日、7 年齢、8住所、9電話番号 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 南相馬市 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総合病院人間ドック・健診センター 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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12 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医事課医事係 

個人情報ファイルの名称 全国がん登録届出票綴 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院事務部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 全国がん登録の届出に関する事務のため 

記録項目 

1 患者情報（氏名、現住所、住民票登録地、連絡先、生年月日、

性別）、2傷病名情報（傷病名、病名開始日、治癒等傷病終了・

中止日）、3診療内容情報（病態、進行度、浸潤度、治療内容等））、

4 前医、5照会先 

記録範囲 対象者 

記録情報の収集方法 医事システム、電子カルテシステム、診療情報管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総合病院事務部医事課 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 
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1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医療情報管理室  

個人情報ファイルの名称 病院経営情報分析システム 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの利用目的 総合病院において経営分析を行うため 

記録項目 

１患者ＩＤ、２生年月日、３性別、４診断情報、５診療明細 

記録範囲 受診患者 

記録情報の収集方法 医事コンピュータ 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 セコム医療システム株式会社 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院医療情報管理室 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの名称 診療録管理 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの利用目的 カルテの管理・保管 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４診療記録 

記録範囲 電子カルテ導入以前に受診した患者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院医療情報管理室 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの名称 ＤＰＣ調査提出（様式１作成） 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの利用目的 ＤＰＣ提出における対象患者確認のために利用する 

記録項目 

１患者ＩＤ、２氏名、３入院日、４退院日 

記録範囲 退院患者 

記録情報の収集方法 電子カルテシステム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院医療情報管理室 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの名称 月次報告作成（入院患者一覧） 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの利用目的 月次報告資料を作成するため 

記録項目 

１患者ＩＤ、２氏名、３受診情報、４請求情報 

記録範囲 受診患者 

記録情報の収集方法 医事コンピュータ 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院医療情報管理室 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）

- 65 -



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの名称 各種算定患者一覧 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの利用目的 請求漏れの確認をするため 

記録項目 

１患者ＩＤ、２氏名、３請求情報 

記録範囲 算定対象患者 

記録情報の収集方法 医事コンピュータ 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院医療情報管理室 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの名称 患者別包括請求比較表 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの利用目的 入院料比較のため 

記録項目 

１患者ＩＤ、２氏名、３請求情報 

記録範囲 入院患者 

記録情報の収集方法 医事コンピュータ 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院医療情報管理室 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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7 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの名称 手術患者一覧 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの利用目的 医師給与算定の為 

記録項目 

１患者ＩＤ、２氏名、３手術名 

記録範囲 手術患者 

記録情報の収集方法 電子カルテシステム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院医療情報管理室 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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8 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの名称 ＤＰＣデータ提出 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの利用目的 ＤＰＣデータ提出業務を行うため 

記録項目 

１患者ＩＤ、２生年月日、３性別、４診断情報、５診療明細 

記録範囲 退院患者 

記録情報の収集方法 医事コンピュータ 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ＤＰＣ調査事務局 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院医療情報管理室 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの名称 電子カルテシステム管理運営 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの利用目的 病院運営のため 

記録項目 

１患者情報、２診断情報、３診療明細 

記録範囲 受診患者 

記録情報の収集方法 本人、親族、医療関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院医療情報管理室 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新）
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの名称 医事システム管理運営 

行政機関等の名称 南相馬市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総合病院医療情報管理室 

個人情報ファイルの利用目的 病院運営のため 

記録項目 

１患者情報、２診断情報、３診療明細 

記録範囲 受診患者 

記録情報の収集方法 本人、親族、医療関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南相馬市立総合病院医療情報管理室 

（所在地）〒975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目 54-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

令和４年１２月２３日作成（ 年 月 日更新） 
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